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本市において「民事訴訟管理センター」等あたかも公的機関のような名称を騙って架空

請求ハガキを送りつける事案が、平成 29年３月以降に急増しています。 

悪質な事業者は、架空請求ハガキを不特定多数の人に送り付け、連絡してきた人をター

ゲットにします。慌ててハガキに記載してある連絡先に電話すると、個人情報を聞き出さ

れ、根拠のない未払金の支払いを執拗に強要されたりしますので、注意が必要です。 

 
 

 

 

 
 

 

実実実際際際ににに送送送ららられれれてててきききたたた架架架空空空請請請求求求ハハハガガガキキキののの一一一例例例   

未払金があることを

ほのめかす書き出し

になっていますが、具

体的な商品名や金額

ははっきり書かれて

いません。 

「万一身に覚えがな

い場合も早急にご連

絡ください」という誘

導の文句が書かれて

いる通知もあります。

手口に引っかからな

いようにしましょう。 

到達日からぎりぎり

の日付を設定して、慌

てて連絡させようと

します。 

タイトルに「訴訟」

や「最終」の言葉

が使われていま

す。 

訴訟番号は正式な

ものではありませ

ん。 

もっともらしい法

律用語を使って、

不安をあおる文書

になっています

が、具体的な法律

名や条文は一切書

かれていません。 

公的機関に類似し

た名称や、公的機

関が所在していそ

うな住所が書かれ

ています。 

裏面は、架空請求ハガキが送られてきたときの対処方法をご説明します。 



   

■消費生活相談窓口（横須賀市消費生活センター）  

        ● 電 話     ８２１―１３１４（相談専用電話） 

        ● 相談受付時間  月曜日～金曜日 ９：00～16：00 

（祝日、年末年始の休館日は除く） 

※ 対象は横須賀市民のみです。 

 

 

 

 

 

 

１ 身に覚えのない請求は、無視する 

    そもそも正規の債権回収は、ハガキやメールのような簡易な方法では行われないも

のです。「未払金があります」と書かれていても、根拠のない請求に応じる必要はあ

りません。架空請求に対しては、最初から無視することが最善の対処方法です。 

２ 判断に迷ったら、消費生活センターに相談する 

架空請求の手口は、社会の変化と共にどんどん巧妙化してきています。近年は、「法

務大臣の許可した債権回収会社」と類似の名称を使って架空請求通知を送りつける事業

者もいるとのことです（法務省がホームページで注意喚起を行っています）。 

一般の市民の方が、巧妙な手口で架空請求を行うような事業者と対等に交渉すること

は非常に困難なことです。判断に迷ったり不安になったら、お住まいの自治体の消費生

活センターに相談するようにしましょう。 

３ 連絡してしまった･･･留守電機能を利用する 

架空請求ハガキには、人を不安にさせる法律用語が多数使われていますので、中には

事業者に連絡をしてしまう人がいるかもしれません。 

事業者は、言葉巧みにあるいは脅し文句を使って、連絡してきた人の個人情報を引き

出そうとします。特に電話番号が伝わってしまうと、執拗に連絡が来るようになります。 

このようなときは、留守番電話の機能を使って、相手が判っている電話以外は出ない

ようにすることです。設定方法は、各電話会社に問い合わせると良いでしょう。 

４ 支払ったお金の取り戻しは非常に困難 

  ･･･再度の請求には応じない、警察にも相談する 

最近は、現金の振込だけでなく、プリペイドカードの購入を指示して支払わせる手口も増

えています。一度お金を支払ってしまうと、取り戻すことが非常に困難なだけでなく、

繰り返し同じような請求が続くきっかけとなってしまいます。 

再度の請求には絶対に応じないようにしましょう。また、地元の警察署にも相談して、

必要があれば被害届を出すようにしましょう。 

 

 

架架架空空空請請請求求求ハハハガガガキキキががが送送送ららられれれてててきききたたたととときききののの「「「対対対処処処方方方法法法」」」   


